
○
財
務
省
告
示
第

号

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入

統
計
品
目
表
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
統
計
に
計
上
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

平
成
十
六
年

月

日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

輸
入
統
計
品
目
表
第
二
七
一
〇
・
一
一
号
及
び
第
二
七
一
〇
・
一
九
号
中

「
149
－
－
－
－
－
－
－
そ
の
他
の
も
の

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｇ

150
－
－
－
－
軽
油

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｇ

を

」

「
144
－
－
－
－
－
－
－
政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の
製
造

に
使
用
す
る
も
の

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｇ

149
－
－
－
－
－
－
－
そ
の
他
の
も
の

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｇ

－
－
－
－
軽
油

に

151
－
－
－
－
－
政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の
製
造
に
使

用
す
る
も
の

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｇ



159
－
－
－
－
－
そ
の
他
の
も
の

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｇ

」

改
め
る
。


